
喜多方市工事請負契約約款第 26 条第５項（単品スライド条項）に係る運用のお知らせ 

１．内容 

 「単品スライド」とは、喜多方市工事請負契約約款第 26 条第５項に基づき、「特別な

要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当

となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。 

 

２．運用について 

（１）条項適用の対象となる工事材料 

   鋼材類（鉄筋、鉄骨財等）、燃料油（ガソリン、軽油等）、その他主要な工 

  事材料（アスファルト類、コンクリート類等） 

（２）請負代金額の変更の考え方 

   対象とする材料の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者から請負代金額の変 

更請求に基づき、対象工事費の１％を超える額を発注者が負担します。 

 

３ 変更協議 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき協議を行います。 

 

 

《問い合わせ先》 

喜多方市総務部 契約管理課 電話 0241-24-5279 

※ 個別の工事にかかる適否については、各発注課となります。   

本市発注工事において、最近の特定の資材の高騰を踏まえ，喜多方市工事請

負契約約款第 26 条第５項(単品スライド条項)について、下記のとおり運用し

ておりますので、お知らせします。 

  

 

 

 

 

 

契約日                適用開始     請求日        工期末 

                      残工期２ヶ月以上 

    

請負額 (変動前対象工事費：C) 

既済部分(検査済) 対 象 工 事 

主要材料の変動額（A） 

(材料費のみを対象) 

単品スライド変更額（A） 

＝Ａ－Ｃ×１％ 

ただし、Ａ＞Ｃ×１％の

場合のみ、単品スライド

の適用可能 


